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Ｊ
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、
Ｊ
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「
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０
，
Ｊ
Ⅱ
、
ゾ
０
％
勿
几
、
皿
、
ロ
、
〃
、
Ｊ
Ｐ
ｒ
、
〆
。
ｒ
、
ｊ
１
Ｊ
０
、
ｊ
０
、
ｊ
０
司
り
几
、
Ｊ
０
ｑ
ｊ
０
、
ｊ
０
、
Ｊ
０
、
Ｊ
１
、
ノ
１
１
Ｊ
Ⅱ
、
ｐ
Ｌ
「
〃
ｑ
、
Ｊ
Ｔ
、
Ｊ
ｈ
１
夕
０
、
枡
ｒ
田
グ
Ａ
Ｊ
Ｅ
、
／
毛
、
Ｊ
用
ゲ
ロ
、
Ｊ
０
、
〃
Ｌ
１
Ｊ
０
、
〃
Ｌ
、
グ
Ｌ
、
Ｊ
、
ヂ
、
少
垣
、
Ｊ
び
、
〃
、
ｒ
ｈ
ｊ

日
本
経
団
連
の
的
年
大
手
・
夏
季
ボ
ー

ナ
ス
妥
結
結
果
を
み
る
と
、
前
年
夏
季
と

比
べ
金
額
で
垣
万
四
円
、
率
で
Ⅳ
・
咽
％

も
下
落
し
ま
し
た
。
一
方
、
明
年
の
賃
上

げ
結
果
は
、
金
額
で
５
１
３
Ｎ
、
率
で
０
．

ｕ
％
ダ
ウ
ン
と
い
う
状
況
で
す
。

ボ
ー
ナ
ス
を
思
い
切
っ
て
引
卜
げ
る
一

方
、
賃
上
げ
面
で
は
生
活
の
安
定
に
配
慮

し
た
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

経
済
が
比
較
的
好
調
な
時
期
、
経
営
側

は
大
幅
な
賃
上
げ
に
難
色
を
示
し
、
「
業

績
向
上
分
は
主
と
し
て
ボ
ー
ナ
ス
に
上
乗

せ
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
壬
張
を
繰
り

返
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
期
の
ボ
ー
ナ

ス
・
賃
上
げ
の
原
資
配
分
は
、
従
来
の
主

張
（
業
績
の
変
動
は
ボ
ー
ナ
ス
に
反
映
さ
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へﾍマ

「
去
年
も
戦
っ
た
か
ら
」
は
不
毛

ボ
ー
ナ
ス
の
存
在
価
値
問
い
直
せ

鑿 界、

リ
グ
ｈ
２
ｌ
１
〆
乢
、
ｄ
ｏ
、
Ｊ
ｕ
１
Ｊ
、
ザ
、
グ
ワ
、
グ
Ｂ
ａ
ｒ
、
Ｆ
ｋ
Ｊ
ｉ
１
〃
＄
〃
Ｉ
、
／
、
ｊ
１
１
Ｊ
，
、
、
ｒ
、
〃
巳
ｒ
、
Ｊ
Ｎ
Ｆ
、
夕
Ｌ
ｊ
Ｌ
Ｊ
Ｌ
ｆ
凸
ｒ
ｈ
ｌ
ｒ
、
ｆ
、
グ
凡
げ
Ｌ
Ｊ
Ｌ
Ｊ
Ｉ

王

せ
る
）
に
沿
う
も
の
で
、
経
営
側
の
態
度

は
．
応
、
｜
質
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る

で
し
ょ
う
。

ｎ
本
経
済
に
与
え
る
影
響
か
ら
い
え
ば
、

ボ
ー
ナ
ス
。
賃
金
の
ど
ち
ら
に
重
き
を
お

こ
う
と
、
ト
ー
タ
ル
の
収
入
が
減
少
す
れ

ば
消
費
の
低
迷
を
招
来
す
る
の
で
す
か
ら
、

大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ポ
１
ナ
ス

と
賃
金
で
「
お
金
に
色
が
つ
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
」
の
で
、
ボ
ー
ナ
ス
を
抑
制

す
れ
ば
、
大
き
な
買
い
物
、
ぜ
い
た
く
品

の
購
入
の
み
が
減
る
と
は
限
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
当
然
、
日
常
の
基
本
的
な
消
費
行
動

に
も
影
響
が
及
び
ま
す
。

日
本
の
賃
金
制
度
は
、
賃
金
額
の
速
や

か
な
調
整
が
難
し
い
、
特
に
「
下
方
硬
直
性

が
高
い
」
（
下
げ
る
の
が
困
難
）
と
い
わ
れ

篝

労
働
者
（
パ
ー
ト
を
含
む
）
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険

（
労
災
保
険
十
雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

~、

て
き
ま
し
た
ｃ
月
例
賃
金
に
限
っ
て
い
え

ば
、
今
で
も
「
改
革
は
道
半
ば
」
で
す
。

し
か
し
、
今
期
の
ボ
ー
ナ
ス
決
定
を
み

れ
ば
、
ボ
ー
ナ
ス
が
急
激
な
業
績
変
動
の

受
け
皿
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
仮
に
、
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う

仕
組
み
が
な
け
れ
ば
、
今
期
の
賃
上
げ
交

渉
は
も
っ
と
大
荒
れ
に
荒
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
し
、
「
泥
縄
的
」
対
応
だ
っ
た
と
い

う
批
判
の
余
地
は
残
り
ま
す
。
会
社
業
績

の
低
下
に
合
わ
せ
、
単
純
に
支
給
率
を
切

り
ド
げ
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
誰
に
で

も
で
き
る
」
こ
と
で
す
。
今
回
を
契
機
に
、

「
ポ
１
ナ
ス
と
は
何
を
蕊
準
に
決
定
す
る

の
か
」
と
い
う
命
題
を
、
も
う
一
度
、
深
く

掘
り
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

、ニーグミ、二
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日
本
全
休
が
貧
し
か
っ
た
時
代
、
乏

し
い
賃
金
原
資
を
配
分
す
る
際
、
ま
ず

考
え
る
べ
き
な
の
は
、
「
食
べ
て
い
け

る
か
ど
う
か
，
｜
と
い
う
問
題
で
し
た
。

賃
金
の
低
い
労
働
者
の
家
庭
で
子
ど
も

を
生
み
育
て
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
長

期
的
に
「
労
働
力
の
再
生
産
」
に
支
障

が
生
じ
ま
す
。
最
低
賃
金
法
で
も
、

「
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す

る
」
こ
と
を
法
律
の
目
的
の
一
つ
と
し

て
掲
げ
て
い
ま
す
。

「
労
働
力
の
再
生
産
」
と
い
う
観
点

に
立
て
ば
、
支
出
の
多
い
世
代
に
よ
り

多
く
の
賃
金
原
資
を
配
分
す
る
の
が
斉

然
の
論
理
的
帰
結
と
な
り
ま
す
。
そ
の

参
考
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
の
が
、

賃
圏
園
一
務

飼
っ
て
得
ず
葛

賃
金
の
決
定
要
素
と
し
て
、
「
生
計
費
」

の
重
要
性
は
低
下
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
賃
金
交
渉
の
場
で
は
、
「
こ
の
賃

金
水
準
で
は
、
暮
ら
し
が
成
り
立
た
な
い
」

と
訴
え
る
の
が
、
労
働
組
合
の
定
番
手
法

と
な
っ
て
い
ま
す
。
賃
金
カ
ー
ブ
の
見
直

し
を
考
え
る
際
に
は
、
や
は
り
無
視
で
き

な
い
項
目
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

賃
金
カ
ー
ブ
設
定
の
目
安

共
働
き
で
根
拠
が
薄
れ
る

…
…

に
よ
る
都
道
府
県
別
の
デ
ー
タ
・
も
活
用
根
拠
が
薄
ら
い
で
き
ま
し
た
。
国
を
拳

さ
れ
て
い
ま
す
。

げ
て
「
女
性
が
結
婚
し
、
子
ど
も
が
生

１
人
か
ら
５
人
世
帯
に
分
け
、
食
料
ま
れ
て
も
継
続
就
労
を
」
と
呼
び
か
け

費
、
住
居
関
係
費
、
被
服
。
履
物
費
等
る
中
、
男
性
が
大
黒
柱
で
一
家
全
体
の

の
項
目
別
に
標
準
的
な
支
出
額
を
示
し
生
活
を
支
え
る
と
い
う
前
提
も
兇
直
さ

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
勿
歳
で
結
婚
し
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

（
２
人
世
帯
に
な
る
）
、
帥
歳
で
第
１
子
し
か
し
、
国
全
体
の
賃
金
カ
ー
ブ
は
、

一
世
帯
人
員
別
標
準
生
計
費
」
で
す
。

全
国
版
は
人
事
院
が
発
表
し
て
い
ま
す

（
別
掲
）
し
、
都
道
府
県
人
事
委
員
会

Ｐ￣

が
生
ま
れ
（
３
人
世
帯
に
な
る
）
と
い

う
よ
う
に
標
準
的
な
ラ
イ
フ
パ
タ
ー
ン

を
設
定
す
る
と
、
犯
歳
か
ら
沁
歳
ま
で

は
１
人
世
帯
で
必
要
な
生
計
費
は
い
く

ら
、
酊
歳
か
ら
羽
歳
ま
で
は
２
人
世
帯

で
必
要
な
生
計
費
は
い
く
ら
、
と
い
う

目
安
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
Ｒ
安
に
配
慮
し
て
賃
金
カ
ー
ブ

を
設
定
す
る
の
が
、
賃
金
管
理
の
基
本

で
す
。
し
か
し
、
晩
婚
化
、
少
子
化
、

生
活
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
等
が
進
ん
だ

結
果
、
標
準
的
な
ラ
イ
フ
パ
タ
ー
ン
の

設
定
が
難
し
く
な
り
、
生
計
費
基
準
の

Ｆ￣

長
い
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。
現
在
で
も
、
日
本
の
労

働
市
場
の
賃
金
カ
ー
ブ
は
、
か
つ
て
の

生
計
費
基
準
時
代
の
名
残
り
を
色
濃
く

残
し
て
い
ま
す
。
男
性
の
賃
金
カ
ー
ブ

は
、
今
で
も
「
子
ど
も
に
学
費
が
か
か

る
肚
代
」
に
重
き
を
置
く
形
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
、
実
力
（
貢
献
度
）

カ
ー
ブ
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
、
労
務

担
当
者
に
と
っ
て
「
暗
黙
の
了
解
」
と

い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

別掲費目別、世帯人員別標準生計費（平成21年４月）

nILifLfl １人 ２人 ３人 ４人５人

ｕ 1１ 丹 18 四

食料賛 30.680 33.37Ｃ 44.790 5６．２１０ 67.640

住居関係識 34.61Ｃ 57,360 52.37Ｃ 47.39Ｃ 42.40Ｃ

被服・腫物賀 9.11Ｃ 5.810 8.00［ 10.200 12.400

雑Ｙｆｌ 34,610 41260 61640 82030 lO241C

雑溌Ⅱ ]7,240 21260 27,940 34.620 4Ｌ３１０

二
【
血 126,2501159,060194,7401230.4501266.160

１人 ２人 ３人 ４人 ５人

食料賛

住居関係灘

被服・腫物費

雑ｉｌｆｌ

雑萱Ⅱ

PＪ

30,680

34.610

9.110

34610

17,240

１１Ｊ

33,370

57,360

5.810

41260

21,260

円

44.790

52,370

8０００

61,640

27,940

円

56,210

47.390

10.200

82,030

34,620

lU

67β40

42,400

12,400

102,410

!]､310

計 126,250 159 060 194,740 230,450 266,160
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判例

パ
ー
ト
労
働
法
で
は
、
（
①
職
務
（
仕

事
の
内
容
お
よ
び
覚
任
）
、
②
人
材
活

用
の
仕
組
み
（
人
事
異
動
の
有
無
お
よ

び
転
勤
）
、
③
契
約
期
間
の
す
べ
て
が

正
社
員
と
同
じ
パ
ー
ト
を
、
「
通
常
の

労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
労
働
者
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
賃
金

（
賞
与
、
退
職
金
含
む
）
、
教
育
訓
練
、
福

利
厚
生
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
差
別
的

取
扱
い
が
禁
止
さ
れ
ま
す
（
第
８
条
）
。

か
し
、
職
務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が

と
い
う
理
由
で
、
差
額
賃
金
の
一
一
一
謂

求
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

平
成
加
年
施
行
の
改
正
パ
ー
ト
労
働
法
で
は
、
「
正
社
員
と
同
視
す

べ
き
パ
ー
ト
の
差
別
的
取
扱
い
禁
止
」
を
定
め
ま
し
た
。
会
社
側
は
戦
々

恐
々
で
す
が
、
本
事
件
で
は
「
｜
定
の
責
任
を
も
っ
て
企
画
業
務
」
に

携
わ
っ
て
い
た
パ
ー
ト
が
、
格
差
は
不
当
と
訴
え
出
た
も
の
で
す
。
し

か
し
、
職
務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
な
く
、
世
間
水
準
と
の
比
較
も
困
難

パ
ー
ト
が
格
差
不
当
と
訴
え

役
割
・
責
任
範
囲
に
差
異

正
社
員
並
み
賃
金
払
う
義
務
な
し

仮
に
「
脚
視
す
べ
き
パ
ー
ト
」
と
認

定
さ
れ
る
と
、
躯
業
主
は
非
常
に
厳
し

い
立
場
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
本
鞭
件
は
、

改
正
パ
ー
ト
労
働
法
の
施
行
前
の
も
の

で
す
が
、
パ
ー
ト
労
働
法
に
も
触
れ
つ

つ
、
一
般
的
な
考
え
方
を
示
し
た
点
が

注
Ⅲ
さ
れ
ま
す
。

判
決
文
で
は
、
「
パ
ー
ト
労
働
法
第

８
条
に
反
し
て
い
る
こ
と
な
い
し
同
一

価
値
労
働
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認

～９
京
Ｋ
女
性
協
会
事
件

都
地
方
裁

（
平
加
・
７
．

判
所

９
判
決
）

め
ら
れ
る
の
に
、
当
該
労
働
に
対
す
る

賃
金
が
相
応
の
基
準
に
達
し
て
い
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
差
額
を
具
体

的
に
認
定
し
得
る
一
場
合
に
は
、
不
法

行
為
を
構
成
す
る
余
地
が
あ
る
と
述
べ

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
と
、
パ
ー

ト
側
の
主
張
も
万
全
で
な
い
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
裁
判
の
原
告
（
嘱
託
社
員
）

は
、
相
談
業
務
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
（
週

弱
時
間
勤
務
）
と
し
て
就
職
し
、
講
演

の
企
画
、
外
部
連
絡
会
議
へ
の
出
席
等

の
質
の
商
い
業
務
に
従
蝋
し
て
い
ま
し

た
。
商
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て

業
務
に
臨
む
な
か
、
一
般
職
員
と
の
処

遇
格
差
に
不
満
を
募
ら
せ
、
法
的
に
争

う
に
至
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
「
質
の
高
い
業

務
」
で
あ
る
こ
と
は
肯
定
し
つ
つ
、
苦

情
対
応
の
女
任
を
負
わ
な
い
こ
と
、
職

務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
っ
て

い
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
、
「
通
常
の

労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
労
働
者
」

￣、

に
該
当
す
る
と
は
認
め
難
い
と
判
断
し

ま
し
た
。

ま
た
、
「
相
談
業
務
を
実
施
し
て
い

る
他
法
人
の
給
与
水
準
、
な
か
で
も
原

告
の
よ
う
に
質
の
高
い
労
務
を
提
供
し

た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
処
遇
が
通
常
な

さ
れ
て
い
る
か
」
等
の
具
体
例
が
乏
し

く
、
格
差
の
差
額
認
定
は
難
し
い
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。

結
論
的
に
は
、
蛎
託
社
員
の
不
洲
処

遇
と
い
う
訴
え
は
退
け
ら
れ
ま
し
た
。

職
務
内
容
が
同
一
で
も
、
人
材
活
用
の

仕
組
み
。
契
約
期
間
が
異
な
れ
ば
、

「
砿
社
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、

賃
金
を
決
定
す
る
」
努
刀
義
務
を
負
う

に
と
ど
ま
り
ま
す
（
パ
ー
ト
労
働
法
鱗

９
条
）
。
仮
に
「
迦
常
の
労
働
者
と
何

祝
す
べ
き
短
時
間
労
働
者
」
と
認
め
ら

れ
て
も
、
雌
社
員
の
間
で
も
賃
金
水
準

に
は
大
き
な
開
き
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

ど
れ
だ
け
の
差
額
を
補
償
す
る
義
務
が

あ
る
と
判
定
す
る
の
か
、
実
務
的
に
は

雌
し
い
問
題
が
残
さ
れ
ま
す
。

パ
ー
ト
処
遇
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
解

決
の
難
し
さ
を
、
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら

れ
る
事
件
で
し
た
。

京
都
地
方
裁

半
所

（
平
加
・
７
．
９
判
決
）

Ｋ
女
性
協
会
事
件
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トライアル雇用奨励金

雌
式
名
称
は
「
試
行
雁
用
奨
励
金
」

（
雇
川
保
険
法
施
行
規
則
第
１
１
０
条

の
３
）
で
す
が
、
「
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用

奨
励
金
」
と
い
う
通
称
で
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
通
常
、
正
社
員
等
を
採
用
す

る
場
合
、
そ
の
妓
初
の
３
力
几
等
を

「
試
川
期
間
」
と
呼
び
ま
す
。
し
か
し
、

ト
ラ
イ
ア
ル
雁
川
は
、
３
カ
月
等
の

「
有
期
契
約
」
で
す
。
ト
ラ
イ
ア
ル
雇

用
後
、
常
用
雇
用
に
移
行
す
る
か
否
か
、

会
社
と
本
人
が
話
し
合
い
ま
す
。

た
と
え
、
常
用
雇
用
に
結
び
つ
か
な

く
て
も
、
本
人
に
と
っ
て
は
賞
重
な
職

業
経
験
と
な
り
、
次
の
職
探
し
に
役
立

ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
制
度
の
対
象

と
な
る
の
は
、
普
通
な
ら
ト
ラ
イ
ア
ル

､

１
人
の
従
業
員
を
新
た
に
雇
い
入
れ
る
際
に

は
、
常
に
「
当
た
り
は
ず
れ
」
の
問
題
が
付
き

ま
と
い
ま
す
。
ま
ず
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
と
い
う

形
で
受
け
入
れ
、
つ
い
で
に
助
成
金
も
受
給
す

れ
ば
、
会
社
の
リ
ス
ク
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。
若

年
者
等
を
正
社
員
に
登
用
す
れ
ば
、
さ
ら
に
若

年
者
等
正
規
雇
用
化
特
別
奨
励
金
を
利
用
で
き

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ク
が
ト
ラ
イ
ア
ル
｜
雇
用
を
経
る
の
が
必

要
と
認
め
た
人
た
ち
を
、
事
業
主
に
紹

介
し
ま
す
。
本
制
度
を
利
用
し
よ
う
と

す
る
聯
業
主
は
、
趣
旨
を
理
解
し
た
う

え
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
人
票
を
提

出
し
ま
す
。

若
年
者
等
（
別
掲
巳
の
定
義
は
、

鵬
川
の
機
会
も
な
か
な
か
み
つ
か
ら
な

い
よ
う
な
人
た
ち
で
す
（
別
掲
）
。
こ

う
し
た
人
た
ち
の
中
か
ら
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

危い

就
労
機
会
の
提
供
後
押
し

４
万
円
を
３
カ
月
支
給

訓
練
等
を
実
施
す
る
か
）
、
常
用
雇
用

移
行
の
た
め
の
要
件
（
ど
の
く
ら
い
の

業
務
遂
行
が
可
能
な
ら
常
用
雁
用
す
る

か
）
等
に
関
す
る
「
ト
ラ
イ
ア
ル
雁
用

実
施
計
画
響
」
を
２
週
間
以
内
に
提
出

し
ま
す
。
そ
の
際
、
本
人
の
同
意
も
必

要
で
す
。

以
前
は
「
弱
歳
未
満
の
聿
這
で
し
た
が
、

「
如
歳
未
満
の
者
」
に
改
正
さ
れ
て
い

ま
す
。
フ
リ
ー
タ
ー
等
で
正
社
員
勤
務

の
経
験
が
な
い
も
の
の
、
創
造
性
に
あ

ふ
れ
た
若
者
が
肚
に
埋
も
れ
て
い
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
ト
ラ
イ
ア
ル
一
雇
用

で
し
っ
か
り
人
物
を
見
極
め
た
う
え
で
、

採
用
の
可
否
を
検
討
し
て
み
た
ら
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

本
制
度
を
利
川
し
て
別
掲
イ
か
ら
木

の
人
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
ト
ラ
イ
ア

ル
臓
用
期
間
中
の
労
働
条
件
、
そ
の
間

に
講
じ
る
措
憧
（
ど
の
よ
う
な
指
導
。

F￣

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
（
原
則
３
カ
月
）

を
実
施
し
た
場
合
、
１
人
に
つ
き
月
額

４
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
ど
う
し
て

も
柑
川
雁
川
は
ム
リ
だ
と
い
う
と
き
も
、

返
迷
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
か
ら
色
々
説
明
を
求
め
ら
れ
る

で
し
ょ
う
が
）
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
条
件
（
抜
粋
。

詳
し
く
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
）
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま

ずザ。

・
６
カ
月
前
か
ら
ト
ラ
イ
ア
ル
歴
用
終

了
ま
で
の
問
に
会
社
都
合
解
雇
が
な

い
こ
と

・
同
期
間
に
特
定
受
給
資
格
者
が
３
人

ま
た
は
６
％
以
上
い
な
い
こ
と

・
本
人
の
前
職
戦
業
主
と
、
武
本
・
経

済
的
関
連
等
が
な
い
こ
と

。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
時
点
と
労
働

条
件
が
異
な
る
と
本
人
か
ら
申
し
出

の
な
い
こ
と

対
象
老
が
若
年
者
等
で
あ
れ
ば
、
常

川
雁
川
に
転
換
し
た
後
、
さ
ら
に
「
若

年
者
等
賑
規
歴
川
化
特
別
奨
励
金
」

（
施
行
規
則
附
則
第
嘔
条
の
９
）
の
対

象
と
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
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トライアル雇用奨励金

別掲トライアル雇用奨励金の対象者

イ中高年齢者

トライアルノ値川|)M始'１＃に45歳以上であって、原則として]i麓Ⅶj保険受給資絡者又は被保険者資

格の喪失[|のiiil:1から起算して１年前の1-1から当該喪失11までの１１１]に被保険者であった期間が

６カ月以上あった荷

ロ若年者等

トライアル雇川開始時に40歳未満である者

ハ母子家庭の母等

母子及び寡婦福祉法第６条第１項に規定する配偶者のない女子であって、２０歳未満の子若し

くは雇用保険法施行規則別表第２に定める障害がある状態にある子または同項第５号の糯神若

しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者（婚姻の届'１１をしてい

ないが、事実上蛎姻側係と同様の事･情にある者を含む｡）を扶養している背

戸、

季節労働者

雇用保険法施行HM111第113条第１項に規定する厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業

所において、lriI収にBl定する厚生労働大臣が指定する業種に属する１ｉ業を行う１｢業主に、季節

的業務に従事する労111M1者として雁)|]され、当該年度の10月１ｐ以降に雛IMLた者のうち、雇用

保険法第39条第２項に規定する特例受給資格者（特例一時金を受給した杵を含む｡）であって、

トライアル歴)I]|淵始時に65歳未満である者

ホ中国残留邦人等永住帰国者

中国残留邦人等のI1j滑な冊１１:1の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第10条の永住

帰国したllI国残留邦人及びその親族等
￣､

へ障害者

障害者の雇川jの促進等に関する法律第２条第１号に定める障害者及びそれ以外の障害者（身

・体障害者障害程度等級第７号の者、難病者、低身長者、薬物｢１１毒者等）

卜日雇労働者

日雁労働者（||々ﾉｌｌ１１ｉ１される者及び30日以内の期間を定めてﾊi11Uされる轡）として雇月]され

ることを常態とする祥

チ住居喪失不安定就労者

安定した居Ⅱ畠の場を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を晋'三として起居の場

として、不安定なⅢi:Ⅱ]状態に腱かれている、または現に失業している者

リホームレス

ホームレスの脚立の支援等に関する特別措置法第２条に定めるホームレス
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鐵 実務相談

平
成
犯
年
４
川
か
ら
は
、
帥
時
間
超

の
残
業
に
５
割
の
割
増
賃
金
支
払
を
義

務
付
け
る
改
正
労
雅
法
が
施
行
さ
れ
ま

す
（
中
小
は
３
年
程
度
適
川
を
猶
予
）
。

割
墹
賃
金
の
計
筑
方
法
に
誤
り
が
な
い

か
、
改
め
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
い
機
会

で
す
。

割
増
賃
金
の
基
礎
と
な
る
賃
金
か
ら

除
外
で
き
る
の
は
、
次
の
７
種
類
の
賃

金
項
目
で
す
（
労
基
法
第
諏
条
、
労
基

一
ｑ
除
綿
際
蝋
螂
鱸

を
計
算
し
て
い
ま
し
た
が
、
法
律
的

に
は
問
題
が
あ
る
と
聞
い
て
驚
い
て

い
ま
す
。
実
務
的
に
い
え
ば
、
手
当

毎
月
金
額
が
変
動
す
る
精
皆

勤
手
当
を
割
増
算
定
の
基
礎

に
含
め
る
べ
き
か

毎
月
支
払
な
ら
除
外
不
可

則
第
皿
条
）
。

①
家
族
手
当

②
通
勤
手
当

③
別
居
手
当

④
子
女
教
育
手
当

⑤
住
宅
手
当

⑥
臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金

⑦
１
カ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払

わ
れ
る
賃
金

こ
れ
ら
の
手
当
は
「
制
限
列
挙
」
で
、

の
有
無
に
よ
り
、
毎
月
、
坑
定
雅
礎

の
金
額
が
変
動
す
る
の
で
大
変
面
倒

で
す
。
算
入
せ
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

「、

除外賃金項目

「
こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
通
常
の
労
働

時
間
ま
た
は
労
働
日
の
賃
金
は
す
べ
て

算
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
労
基

法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
と
解
さ
れ
て
い

ま
す
。

精
皆
勤
手
当
を
算
定
基
礎
か
ら
除
外

す
る
た
め
に
は
、
こ
の
ど
れ
か
の
賃
金

項
目
に
該
当
す
る
と
い
う
理
屈
付
け
が

必
要
で
す
。
可
能
性
が
あ
り
そ
う
な
の

は
、
⑦
し
か
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
今
ま

で
毎
月
支
払
っ
て
い
た
精
皆
勤
手
当
を

２
月
に
１
度
支
払
う
形
に
変
え
、
⑦
に

該
当
す
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
単
に
支
払
い
方
法
を
変
更

す
る
だ
け
で
は
、
問
題
を
回
避
で
き
ま

せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
２
カ
月
に
１
回
支

払
う
精
皆
勤
手
当
な
ど
と
い
う
も
の
が

認
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
認
知
度

は
低
い
で
す
が
、
実
は
労
基
法
上
に

「
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
」
の
文
言
が
存
在

し
ま
す
。
編
月
払
い
の
原
則
（
労
基
法

策
別
条
第
２
項
）
が
適
用
さ
れ
な
い
賃

金
と
し
て
、
「
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃

金
「
賞
与
」
の
ほ
か
、
次
の
３
種
類
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
労
基
則
第
８
条
）
。

①
１
カ
月
を
超
え
る
期
間
の
出
勤
成
績

Ｆ函

に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
手
当

②
１
カ
月
を
超
え
る
一
定
期
間
の
継
続

勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
勤
続
手

当

③
１
力
川
を
超
え
る
期
間
に
わ
た
る
事

川
に
よ
っ
て
擁
定
さ
れ
る
奨
励
加
給

ま
た
は
能
率
手
当

で
す
か
ら
、
「
隔
月
払
い
の
桁
皆
勤

手
当
」
が
あ
り
得
な
い
と
ま
で
は
い
え

ま
せ
ん
。
し
か
し
「
単
に
毎
月
払
い
を

回
避
す
る
目
的
で
精
勤
手
当
と
名
づ
け

て
い
る
も
の
等
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
」
（
労
基
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
と
解
さ
れ
て
い
ま

す
。
「
１
カ
月
以
内
の
期
間
で
は
勤
務
成

績
を
判
定
す
る
の
に
短
期
に
過
ぎ
る
等

の
特
別
の
取
情
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

割
哨
賃
金
の
除
外
賃
金
項
目
に
つ
い

て
も
、
同
様
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ま
で
侮
月
支
払
っ
て
い
た
桁

皆
勤
手
咄
を
２
カ
月
に
１
Ｍ
の
支
払
に

変
更
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
正
当
化

す
る
だ
け
の
特
別
の
事
情
が
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
単
に
支
払
回
数
を
変
え

た
だ
け
で
あ
れ
ば
、
算
定
基
礎
か
ら
の

除
外
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
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鑓実務相談

厚
生
年
金
で
は
、
傷
病
で
疾
病
の
残
っ

た
被
保
険
者
に
対
し
て
、
障
害
厚
畿
年

金
１
～
３
級
、
障
害
手
当
金
の
４
種
類

の
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
般
に
は
、

治
療
が
終
丁
し
た
後
で
、
年
金
の
申
請

を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

複
雑
骨
折
等
の
よ
う
に
、
治
療
に
時
間

が
か
か
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

年
金
に
関
す
る
条
文
（
厚
年
法
策
獅

条
）
を
読
む
と
、
申
請
の
タ
イ
ミ
ン
グ

．
．
…
…
従
業
員
が
連
動
中
に
ケ
ガ

（
ｕ
…
…
…
を
し
、
治
療
が
長
引
い
て
い

ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
重
症
で
は
な
い
も

の
の
、
障
害
が
残
る
可
能
性
が
あ
り

完
全
に
治
癒
し
な
い
障
害
で

あ
っ
て
も
厚
生
年
金
の
一
時

金
受
給
申
請
は
可
能
？

年
金
と
異
な
り
治
癒
が
条
件

ま
す
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
軽
度

の
場
合
、
一
時
金
の
支
払
も
あ
る
よ

う
で
す
が
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
受
給

申
請
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

。
初
診
川
か
ら
起
算
し
て
１
年
６
月
を

経
過
し
た
日

・
傷
病
が
治
っ
た
Ⅱ
（
ま
た
は
症
状
が

固
定
し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な

い
状
態
と
な
っ
た
ｕ
）

こ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
早
い
方
の
Ｈ

を
「
障
害
認
定
、
」
と
し
ま
す
。
通
常

は
、
「
治
っ
た
日
」
の
方
が
早
い
で
し
ょ

う
が
、
治
療
が
長
引
い
た
と
き
は
、

戸司

障害手当金

「
治
っ
た
」
と
認
め
ら
れ
な
い
状
況
で

も
、
１
年
６
月
を
経
過
し
た
時
点
で
障

害
等
級
の
判
定
を
行
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
お
尋
ね
の
方
も
、
そ
の

時
点
で
障
害
等
級
ｌ
～
３
級
と
認
め
ら

れ
れ
ば
、
障
害
厚
生
年
金
（
１
～
２
級

の
と
き
は
、
プ
ラ
ス
障
害
雑
礎
年
金
）

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

障
害
手
当
金
の
扱
い
に
は
、
注
意
が
必

要
で
す
。

障
霊
手
当
金
は
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
い

え
ば
、
３
級
の
障
害
よ
り
や
や
軽
い
程

度
の
障
害
が
残
っ
た
と
き
が
対
象
に
な

厚
生
労
働
大
匝
は
、
悪
質
な
派
讃

業
者
等
を
対
象
に
、
業
務
停
止
等
の

行
政
処
分
を
課
す
権
限
を
持
ち
ま
す
。

▽
派
遣
の
業
務
停
止
命
令
△

Ｐ￣

許
可
制
の
一

般
労
働
者
派
遣

班
業
の
場
合
、

許
可
の
収
滴

（
派
遮
法
節
叫

条
第
１
項
）
を

行
え
ば
、
業
者

は
営
業
を
継
続

り
ま
す
。
し
か
し
、
障
害
手
当
金
に
つ

い
て
は
、
「
初
診
日
か
ら
起
算
し
て
５

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

そ
の
傷
病
の
治
っ
た
日
一
に
支
給
す
る

と
い
う
規
定
と
な
っ
て
い
ま
す
（
厚
年

法
第
弱
条
）
。

年
金
の
場
合
、
症
状
の
変
化
に
伴
い
、

年
金
を
増
額
し
た
り
、
ス
ト
ッ
プ
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

｜
時
金
は
単
発
の
給
付
で
す
か
ら
、

「
傷
病
が
治
る
」
ま
で
支
給
の
決
定
を

留
保
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
派
遣
法
お
よ

び
職
業
安
定
法
に
違
反
す
る
業
者
に

対
し
て
は
、
期
間
を
定
め
て
業
務
の

全
部
・
一
部
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
同
条
第
２
項
）
。

届
出
制
の
特
定
労
働
者
派
遣
事
業

に
つ
い
て
も
、
欠
格
事
由
に
該
当
す

る
と
き
は
事
業
を
廃
止
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
第
ｎ
条
第
１
項
）
。

法
律
違
反
の
業
者
に
対
し
て
は
、
業

務
停
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
（
同
条
第
２
項
）
。
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二
重
派
遣
で
派
逝
甑
業
の
業
務
停
止

命
令
を
受
け
る
事
例
が
、
立
て
続
け
に

２
件
、
労
働
関
係
専
門
紙
で
報
道
さ
れ

ま
し
た
。
派
巡
業
界
で
は
、
以
前
か
ら
、

人
手
の
確
保
が
難
し
い
と
き
に
他
の
派

遣
会
社
の
人
材
を
借
用
す
る
「
業
界
慣

行
」
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
ま
し
た
。

今
側
は
、
そ
の
実
態
に
メ
ス
が
入
れ
ら

れ
た
形
で
す
。
第
１
の
事
件
は
、
福
脇

県
の
電
子
部
品
メ
ー
カ
ー
Ａ
の
ケ
ー
ス

で
す
。
同
社
で
は
、
派
遣
（
人
材
ビ
ジ

ネ
ス
）
会
社
４
社
か
ら
、
「
業
務
請
負
」

の
名
目
で
労
働
者
を
受
け
入
れ
、
取
引

先
の
電
子
部
品
メ
ー
カ
ー
８
社
に
自
社

の
派
遣
労
働
者
と
し
て
送
り
出
し
て
い

ま
し
た
。
二
重
派
迫
の
疑
惑
を
避
け
る

た
め
「
業
務
請
負
」
を
装
い
、
か
つ
、

個
々
の
労
働
者
に
対
し
、
「
派
遣
先
の

職
場
で
、
元
の
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
会
社
の

名
前
を
出
す
な
」
と
口
止
め
を
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
実
態
は
派
逝
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
、
労
働
局
の

摘
発
を
受
け
ま
し
た
。

二
重
派
遣
で
業
務
停
止
処
分

請
負
・
出
向
契
約
を
偽
装

入
管
法
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
）
が
改
正
さ
れ
、
外
国
人
の
技
能

実
習
制
度
の
処
臓
し
が
決
ま
り
ま
し
た
。

施
行
は
、
公
布
の
日
（
平
成
ｎ
年
７
月

遁
日
）
か
ら
１
年
以
内
で
す
。

新
制
度
で
は
、
外
脚
人
実
習
化
は
艇

初
か
ら
「
技
能
災
滑
化
」
と
い
う
在
紹

資
格
で
入
国
し
ま
す
。
１
年
目
か
ら
受

入
企
業
と
の
間
玄
雇
用
契
約
が
結
ば
れ
、

労
基
法
。
肢
低
賃
金
法
等
の
労
働
諸
法

令
が
適
川
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

外
国
人
実
習
生
受
入
に
は
、
企
業
単

独
型
と
剛
体
監
理
型
の
２
種
類
が
あ
り

Ｐ

電
子
メ
ー
カ
ー
Ａ
自
身
は
、
１
カ
月

の
派
遣
業
務
停
止
と
業
務
改
善
等
の
命

令
を
受
け
ま
し
た
。
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
会

社
４
社
に
対
し
て
も
、
「
述
以
を
知
っ

て
い
な
が
ら
助
長
し
た
」
と
し
て
業
務

改
善
命
令
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。

第
２
の
事
件
は
、
東
京
都
内
の
人
材

外
国
人
実
習
生
度
を
見
直
し

１
年
目
か
ら
労
働
法
適
用
へ

ま
す
。
中
小
零
細
企
業
で
は
、
協
同
組

合
等
の
受
入
機
関
を
通
し
て
（
団
体
監

理
型
）
、
「
災
項
な
労
働
力
」
と
し
て
外

国
人
実
習
生
を
確
保
し
て
い
る
の
が
実

態
で
す
。

研
修
。
技
能
実
習
制
度
と
い
う
名
Ⅱ

の
た
め
、
適
砿
な
労
働
条
件
が
確
保
さ

れ
な
い
状
況
も
散
見
さ
れ
、
制
度
改
正

に
向
け
法
務
省
・
厚
生
労
働
省
等
が
検

討
を
重
ね
て
い
ま
し
た
。

現
行
で
は
、
１
年
Ⅲ
「
研
修
」
、
２
，

３
年
月
「
特
定
活
動
」
と
い
う
在
留
盗

格
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
年
目
は

《

ビ
ジ
ネ
ス
業
者
Ｂ
で
す
ｃ
同
社
で
は
、

同
業
の
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
会
社
６
社
か
ら

派
迷
労
働
者
を
受
け
入
れ
、
出
向
の
名

目
で
青
森
県
の
工
場
に
送
り
出
し
て
い

ま
し
た
。
二
重
派
遣
を
避
け
る
た
め

「
出
向
」
の
形
を
採
る
の
も
、
妓
近
よ

く
あ
る
。
ハ
タ
ー
ン
で
す
。
し
か
し
、
こ

れ
も
実
態
に
即
し
て
派
遣
と
判
断
さ
れ

れ
ば
、
処
分
を
科
せ
ら
れ
ま
す
。
人
材

ビ
ジ
ネ
ス
業
者
Ｂ
が
１
力
川
の
派
遣
業

務
停
止
と
業
務
改
善
命
令
を
受
け
た
ほ

か
、
他
の
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
会
社
６
社
も

業
務
改
轤
命
令
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

派
遣
法
で
は
、
懲
役
・
罰
金
の
罰
則

規
定
の
ほ
か
、
指
導
・
助
言
。
勧
告
・

企
業
命
令
公
表
等
の
措
臓
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
効
果
て
き
め
ん

な
の
は
、
許
可
の
収
梢
。
業
務
廃
止
・

停
止
等
の
命
令
で
、
今
川
は
こ
の
伝
家

の
宝
刀
が
抜
か
れ
ま
し
た
。

座
学
と
実
務
研
修
を
受
け
、
２
，
３
年

Ｈ
は
技
能
実
習
に
従
事
し
ま
す
。
技
能

実
習
に
入
っ
て
か
ら
労
働
者
と
し
て
認

め
ら
れ
、
各
種
労
働
関
係
法
の
保
謹
対

象
と
す
る
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

改
正
後
は
、
１
年
目
か
ら
最
長
３
年

の
期
間
終
了
ま
で
、
す
べ
て
在
留
資
格

は
「
技
能
実
習
」
に
統
一
さ
れ
ま
す
が
、

１
年
Ⅱ
は
「
技
能
・
技
術
・
知
識
の
修

得
を
す
る
活
動
」
と
位
世
づ
け
ら
れ
、

従
来
と
同
様
、
技
能
検
定
試
験
の
基
礎

２
級
レ
ベ
ル
に
合
格
し
な
い
と
、
次
の

「
修
得
技
能
を
要
す
る
業
務
に
従
鍋
す

る
活
動
」
に
移
行
で
き
ま
せ
ん
。


